
世田谷区本庁舎等整備 区民の安全・安心を支える拠点として ー新型コロナ対策からみた新庁舎ー

緊急な窓口開設や応援職員増にも、迅速に適応し、区民の生命、健康を支える。

事例２
臨時的な職員や外部委託従事員の増員に対しても、大型天板の事務机の活用や、サポートエリア、会議室等を執務室へ転用
することにより、応援職員等の執務空間も確保が可能。

執務面積：約770㎡

会議室等：約80㎡
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※健康企画課（試
験検査担当）は、
ＭＫアースビル
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会議室等
現庁舎 新庁舎

※図面は現庁舎・
新庁舎とも同一縮尺。


